
令和６年度 第１回大分県森林
もり

づくり委員会 

 
       

日時：令和６年７月１日（月）       

１４：３０～１６：３０     

場所：大分県庁新館１３３会議室 

 

        次  第  

 

Ⅰ．開 会  

 

Ⅱ．林政審議監あいさつ 

 

Ⅲ．議 事 

１．令和５年度 大分県森林環境税活用事業の取組について 

  ①森と海をつなぐ環境保全推進事業（循環社会推進課） 

  ②みんなで支える森林づくり推進事業（森との共生推進室） 

  ③特別支援教育振興事業（特別支援教育課） 

 

２．令和６年度 大分県森林環境税活用事業の取組について 

  ①県森林環境税充当事業一覧 

  ②令和６年度大分県森林環境税に関する意識調査の実施 

 

３．県の森林環境税と国の森林環境譲与税の使途の整理について 

  ①国の森林環境税、森林環境譲与税について 

②両税の整理と使途の見直しについて 

 

４．県森林環境税第４期末に向けたスケジュール案について  

 

Ⅳ．その他 
 
Ⅴ．閉 会                    



在任
期間

住　所

1 ６年目 国東市

2 ６年目 大分市

3 ４年目 宇佐市

4 ４年目 日田市

5 ４年目 大分市

6 ４年目 大分市

7
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R6.5.27
大分市

8 ４年目 杵築市

9 ４年目 大分市

10 ４年目 由布市

漁業
・海

11 ８年目 中津市

観光
（景観）

12 ２年目 九重町

消費者 13
新任

R6.5.27
日田市

企　業 14 ２年目 大分市

15 ４年目 大分市

16 １０年目 杵築市

学識
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林
ハヤシ

　浩昭
ヒロアキ 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会会長

別府大学客員教授

田中
タナカ

　圭
ケイ

大分大学理工学部　准教授

大分県森林づくり委員会　委員名簿
【任期：令和５年７月１日～令和７年６月３０日】

氏　名 所属団体及び役職名等

林　業

大平
オオヒラ

　忠利
タダトシ

大分県林研グループ連合会　会長

長
チョウ

　紗
サ

恵
エ

子
コ 長山林事務局・大分県林業経営者協会
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中野
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ケン

路
ジ

大分県木材協同組合連合会 専務理事

森林
教育

綿
ワタ

末
スエ

　しのぶ みどりの少年団(八坂かっぱｸﾗﾌﾞ)実行委員長

菅
スガ

　節子
セツコ NBU日本文理大学　大学事務本部部長

（キャリア支援部長）

三
ミケダ

ヶ田　雅敏
マサトシ

大分森林インストラクター会　会長

木材
活用

横山
ヨコヤマ

　武史
タケシ

大成木材株式会社　代表取締役社長

板場
イタバ

　奈美
ナミ

一級建築士　もりのわ設計室

岡﨑
オカザキ

　都
ミヤコ

大分県漁業協同組合女性部 部長

河野
カワノ

　綾子
アヤコ ＮＰＯ法人くじゅうネイチャー

ガイドクラブ

今村
イマムラ

　真奈美
マナミ

生活協同組合コープおおいた　組合員理事

太田
オオタ

　哲也
テツヤ

大分銀行　地域創造部　副部長

公募

堺
サカイ

　絵理
エリ

大分県ｼｪｱﾘﾝｸﾞﾈｲﾁｬｰ協会事務局長

詫摩
タクマ

　賢治
ケンジ

一級建築士
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大分県
も り

森林づくり委員会設置要綱 
（設置） 
第１条 大分県森林環境保全基金条例（平成１８年大分県条例第２６号）第１条に規定する森林環境 

  保全基金（以下「基金」という。）の適正な運用を図るため、大分県
も り

森林づくり委員会（以下「委 
  員会」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 委員会は次に掲げる事項について調査審議する。 
（１）基金を活用した施策に関すること 
（２）基金を活用した県民提案事業の審査に関すること 
（３）基金を活用した事業の成果の検証に関すること 

（４）新たな
も り

森林づくり行動計画に関すること 
（５）森林環境税の検証、制度の見直しに関すること。 
（６）その他基金の運用に関し必要な事項 
（委員） 
第３条 委員会は、委員１７人以内で組織する。 
２ 委員は、学識経験者その他適当と認められる者のうちから、知事が委嘱する。 
３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任することができる。 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を 
  代理する。 
（会議） 
第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 
２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。 
３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
４ 委員会は、調査審議等のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 
（庶務） 
第６条 委員会の庶務は、農林水産部森との共生推進室において処理する。 
（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って 
  定める。 
附 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
  この要綱は、平成２３年４月２０日から施行する。 
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① 大分県森林環境税導入の目的

大分県森林環境保全基金条例に規定する、森林環境税保全基金
の適正な運用を図るため、「大分県森林づくり委員会」を設置する

・個人…年額 500円 （個人県民税の上乗せ）

・法人…年額 1,000円～40,000円 （法人県民税（均等割額）の 5％）

■税 額

■税 収 ・単年度 約３億３千万円

■期 間 ・税の特例期間 ： ５年

■管理・運営 ・徴収した税は「森林環境保全基金」に積立て

・基金の適正な運用を図るため、第三者機関「大分県森林づくり

委員会」を設置し、事業の審査や成果の検証等を実施

③ 全国の森林環境税導入状況

・大分県は全国で９番目に導入 ・R5.3現在、３７府県、1市が導入

「森林環境の保全と森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成」のために必要

な財源を確保するため、平成18年度に県民税の特例として森林環境税を導入

大分県森林環境税の概要
④ 大分県森林づくり委員会

■設置目的

■審議内容

② 大分県森林環境税の概要

■委員

・任期 ２年（現委員任期はR7.6.30まで。更新は妨げない。）

・委員数 １６名（別紙名簿のとおり）

■根拠法令 ・森林環境保全のための県民税の特例に関する条例（H18.4.1施行）

・森林環境保全基金の設置に関する条例（H18.4.1施行）

期 年度 テーマ

第Ⅰ期 H18 - H22 県民総参加の森林づくり

第Ⅱ期 H23 - H27 県民生活を守り、地球環境保全につながる森林づくり

第Ⅲ期 H28 - R2 自然豊かな大分の魅力を育む持続可能な森林づくり

第Ⅳ期 R3 - R7 大分の豊かな森林と木のある暮らしを次世代へ

①県民の暮らしを守る安全・安心の森林づくり

②森林資源の循環利用による地域活性化

③森を守り親しみ、次世代につなぐ取組

期 年度 テーマ

・大分県森林環境税を使った事業に関すること

・新規事業の審査

・税を活用した取組の成果検証

・大分県森林環境税のあり方の検討

■令和６年度の委員会開催予定

○第１回委員会 令和６年７月１日（月）１４：３０－１６：３０

議事 前年事業実績報告、当年事業計画、今後のスケジュール

○第２回委員会 令和６年１０月下旬

次年度事業審査、第４期成果検証

○第３回委員会 令和６年１２月中旬

第４期実績骨格、県民アンケート調査結果検証、次期への継続是非

○第４回委員会 令和７年 ２月下旬

第４期実績案、次期のあり方・テーマ等

2

令和５年度大分県森林環境税活用事業実績一覧（県環境税ベース） ：新規事業 ：一部新規事業 　：終了事業　　青字：他部局事業
（単位：千円）

Ⅰ 県民の暮らしを守る安全・安心の森林づくり Ｒ５決算 Ⅲ  森を守り親しみ、次世代につなぐ取組 Ｒ５決算

１．災害に強い森林づくり １．里山林の保全活動の推進

① 災害に強い森林づくり推進事業 29,063 ① 魅力ある景観づくり推進事業（都市・まちづくり推進課） 4,961
河川沿いの人工林整備　 視対象を阻害する雑木を伐採し、景観の再生を図る  ※ＤＣ対策

② 公共造林事業（環境林整備事業） 65 ② おもてなしの道路環境整備事業（道路保全課） 10,000
木材生産に適さない尾根・谷部の急傾斜地の広葉樹林化

③ 安全・安心な道路環境創出事業(道路保全課) 30,000
県管理道沿いで、豪雨時等に倒木の恐れのある木の伐採 ２．森林ボランティア活動の推進

２．シカ被害対策の推進                       　　      　 ③ みんなで支える森林づくり推進事業 14,028

④ 鳥獣被害総合対策事業 81,044
森林に被害を与えるシカの捕獲推進

３．森・川・海をつなぐ環境の整備 ３．森林林業教育・森林ESDの推進

⑤ 森と海をつなぐ環境保全推進事業（循環社会推進課） 2,686 ④ 森林・林業教育促進事業 14,811
海岸に漂着した流木等を自治会やNPOが回収・除去

⑥ 森と海をつなぐ環境保全推進事業(漁業管理課) 97
漁港、港湾等の流木を回収除去し、漁船や漁具への被害を防止 ⑤ 5,134

小計 142,955

Ⅱ 森林資源の循環利用による地域活性化 Ｒ５決算 ⑥ 森林環境学習促進事業（社会教育課） 3,508

１．健全な人工林資源の循環と低コスト化の推進

① 再造林促進事業 117,900 ⑦ 特別支援教育振興事業（特別支援教育課） 2,591
林業経営適地での低コスト再造林を促進 特別支援学校における木製遊具等の導入による木育・森林教育を推進

② 優良竹林化・利活用推進事業 3,507 ⑧ 未来の環境を守る人づくり事業（うつくし作戦推進課） 2,442
荒廃竹林の竹材、タケノコ生産林への再生 子ども探検団の自然体験活動の実施、環境活動発表会の開催

２．森林資源の利活用推進 ⑨ 農山漁村を牽引する担い手確保・育成事業(高校教育課） 1,477

③ 竹産業等振興対策事業 133 高等学校におけるICT林業の体験学習等を推進

たけのこ生産技術研修の実施及び普及啓発活動の支援 ４．森林づくりへの理解を広げる取組

小計 121,540 ⑩ 祖母･傾･大崩ﾕﾈｽｺｴｺﾊﾟｰｸ施設整備事業（自然保護推進室） 1,202
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク内の遊歩道整備 (R4-7で計画的実施)

⑪ 森・川・海つながり実感！プロジェクト（漁業管理課） 1,240

Ｒ６全国豊かな海づくり大会に向けた体験ﾂｱｰ等の開催

小計 61,394

合計(20事業) 325,889

他部局事業(12事業) 65,338
【テーマ別予算割合】Ｒ５要求ベース

Ⅰ.県民生活を守る安全・安心の森林づくり 44%

Ⅱ.資源の循環利用による地域活性化 37%
Ⅲ.森を守り親しみ、次世代につなぐ取組 19%

社会教育施設（香々地・九重青少年の家）における森林・林業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施

森林をフィールドとした社会教育活動、森林環境学習指導者の養成研修の開催

DC対策として、空港道路沿い等の景観の支障となる竹林等の整備・支障木伐採により、
良好な森林景観を提供する

全国育樹祭のレガシーとして子ども達（みどりの少年団）や親子等を主体とした　《県民の森ﾌｪｽ》の開催、ﾎﾞﾞﾗﾝ
ﾃｨｱによる森づくり活動支援、県森林環境税の広報

森林・林業教育の支援推進、O-Laboと連携した体験教室の開催、指導者の育成及び森の先生派遣、みどりの少
年団活動の推進

森の子学校体験活動推進事業（社会教育課）

終

新

新

新

新

新新

新

令和５年度 大分県森林環境税活用事業 一覧
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【令和５年度取組報告】

森と海をつなぐ
環境保全推進事業

循環社会推進課
令和６年７月１日

上中流域の荒廃森林などから流出した流木等が大量に海岸に集積して、
下流域住民の生活、経済活動の障害に
撤去のためには、重機作業による回収、流木の切断、処理施設への搬送等
多大な人手と経費が必要であり、下流域の住民・市町村だけでの対応は困難

地区自治会、ＮＰＯ等の団体がボランティア活動により海岸の
漂着流木等の処理を行う場合に必要な経費の一部を補助する。

補助率 １０分の１０限度額 上限 ３００千円
下限 ５０千円

森と海をつなぐ環境保全推進事業について

目的
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補助対象事業の内容

補助対象経費

（１）流木等の片づけ
①現地における流木等の分別、保管、収集等
②収集した流木等の運搬、処分等

（２）啓発・連絡活動
①海岸の環境保全を目的として実施する環境学習会、海岸ごみの発生抑制を

目的とする啓発活動
②事業実施のための打合せ、ボランティア参加者募集の広報啓発、連絡調整等

（３）その他
森と海をつなぐ環境保全の意識の醸成を推進するために知事が特に必要と認めるもの

報償費 事業実施に必要な技能者等の謝金

賃金 事業実施に必要な技能者等の賃金（ 社会保険料を含む。）

旅費 事業実施に必要な打合せ等に要する経費

需用費

消耗品費（ 手袋、 ごみ袋、 ロープ、 金鋏等）、 燃料費、 食糧費（ 事業の実施に必要な最小限度の茶菓及び飲料以外は

原則として対象外。ただし、事業の性質上特に必要と認められる場合は除くが、アルコール飲料はいかなる場合も不可とす

る。）、 印刷製本費、 光熱水費、 修繕費

役務費 通信運搬費、 手数料、 保険料、 広告料

使用料及び賃

借料

事業実施に直接必要な車両、 船舶、 移動式破砕機、 重機（ 油圧ショ ベルび賃借料等）、 機械器具（ チェーンソー等）

等の借料及び損料とする。

流木等の処理に必要な次の経費とする。

① 分別　　② 保管（ 次の処理過程に移行するまでの必要最小限の集積、 仮置き）　③ 収集（ 切断、 破砕等を含む。）

④ 運搬（ 仮置場、 中間処理施設、 最終処分場等への移動）　⑤ 処分（ 回収した流木等の処分）

事業実施に直接必要な備品及び資材の購入費

ただし、 備品等の購入は必要最小限とし、 参加者の持参又は他の公的機関、民間業者等からの無償又は有償の借用で対応

することを原則とする。

その他 上記以外の経費で事業を実施するのに必要な経費については、 別途協議を行う。

委託料

備品・資材購

入費

令和５年度実績

川の保全キャラクター
りばるん

豊かな海づくりキャラクター
うみくん

実施団体名 実施海岸名
参加者数

(人)
活動内容

NPO法人エー・ビー・シー野外教育センター 住吉浜海水浴場 56

・海岸清掃活動

・環境問題絵本の読み聞かせ

・ゴミ分別学習会

・シーガラス＆流木のアクセサリーエコクラフト

ＮＰＯ法人水辺に遊ぶ会 大新田海岸、三百間海岸 725
・海岸清掃活動

・その他クイズ等の実施

長洲アーバンデザイン会議 長洲海岸 300
・流木処理

・中学生を中心とした海岸清掃イベント

一般社団法人Mfisea 　　　－　　（環境学習） 50 ・海洋プラスチックごみに関するセミナーの開催

佐伯市観光協会上浦支部
瀬会海岸、福泊海岸、

蒲戸海岸
220 ・海岸清掃活動

ＮＰＯ法人国東市手と手とまちづくりたい 国東市内海岸 500 ・海岸清掃活動

  大分県漁業協同組合臼杵地区 臼杵市全域の海岸 480 ・臼杵市内の漁業者全員による海岸清掃

天津地域づくり協議会
宇佐市布津部・宮熊

に面した海岸
325

・児童・生徒を中心とした海岸清掃活動

・海岸の草刈り等

日本風景街道　おおいた海べの道推進協議会
大分県内9箇所の

海岸清掃
414

・海岸清掃活動

・紙芝居上演

・大型啓発看板の設置等

間越地区活性化推進協議会 間越海岸 66

・海岸清掃活動

・環境講話

・地引網体験

・モザイクアート

 杵築市まちピカ運動推進委員会 守江港海岸 250 ・海岸清掃活動

 カトリック臼杵幼稚園いちご会 豊洋中学校前の海岸 95

・海岸清掃活動

・ヒーローショー

・クイズ大会
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取組紹介① （一社）佐伯市観光協会 上浦支部

海岸清掃活動

Before After

取組紹介② 間越地区活性化推進協議会

ウミガメの甲羅洗い体験 ウミガメの身体計測

地引網体験

-6-



モザイクアート作り

海岸清掃活動

（つづき）

取組紹介③ カトリック臼杵幼稚園 いちご会

ヒーローショーの上演

海岸清掃活動
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実績の推移

年度 申請団体数 参加者数

23 10 団体 2,214 人 約 241 m3

24 4 団体 2,058 人 約 65 m3

25 5 団体 2,228 人 約 45 m3

26 10 団体 3,842 人 約 111 m3

27 7 団体 2,834 人 約 95 m3

28 9 団体 2,936 人 約 161 m3

29 7 団体 2,595 人 約 403 m3

30 8 団体 4,572 人 約 164 m3

1 8 団体 4,399 人 約 415 m3

2 6 団体 1,717 人 約 186 m3

3 13 団体 3,968 人 約 146 m3

4 11 団体 3,201 人 約 180 m3

5 12 団体 3,481 人 約 213 m3

処理量年度 申請団体数 参加者数

23 10 団体 2,214 人 約 241 m3

24 4 団体 2,058 人 約 65 m3

25 5 団体 2,228 人 約 45 m3

26 10 団体 3,842 人 約 111 m3

27 7 団体 2,834 人 約 95 m3

28 9 団体 2,936 人 約 161 m3

29 7 団体 2,595 人 約 403 m3

30 8 団体 4,572 人 約 164 m3

1 8 団体 4,399 人 約 415 m3

2 6 団体 1,717 人 約 186 m3

3 13 団体 3,968 人 約 146 m3

4 11 団体 3,201 人 約 180 m3

5 12 団体 3,481 人 約 213 m3

処理量

全国豊かな海づくり大会との連携
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ご清聴ありがとうございました

令和５年度

みんなで支える
森林づくり推進事業

実績報告

大分県農林水産部森との共生推進室
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みんなで支える森林づくり活動推進事業

事業の概要
県森林環境税を活用した森林づくりを着実に進めるため、森林づくり委員会により事業の検証を行う

ことで県森林環境税の適正な運営管理を確保するとともに、県民総参加の森林づくりを推進する。
また森林ボランティア活動を行う県民の支援や県森林環境税の広報を推進する。

(1)森フェス

(2)新たな森林づくり推進体制整備事業

(3)森林づくりボランティア支援事業

(4)森林づくり提案事業

(5)森林・山村多面的機能発揮対策事業

(6)大分県森林環境税の広報

令和５年度 新規事業 「森フェス」

目 的

令和４年度に当県で開催された「第４５回全国育樹祭」のレガシーとして、「次代につなぐ」森づく
りを推進するため、子ども達を主体とした森林・林業体験活動を実施。
森に親しむ多様な体験活動を提供することで、森林・林業に興味関心を喚起する。

概 要

◆開催場所 県民の森（平成森林公園）
◆主 催 森フェス実行委員会（県/森林ﾈｯﾄおおいた）
◆開 催 日 令和5年11月18日（土）10:00-14:00
◆内 容 式典、広場アクティビティ、林内アクティビティ
◆参 加 者 みどりの少年団、大学生、一般参加者（親子など）

大分県森林づくり
マスコットキャラクター

もりりん
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■ Instagramでの広報

成果と課題
参加者数は３４１名で、親子や子どもたちが、森林内での体験活動や広場での様々なアクティビティを体

験し、森林や林業に触れ親しむことができた。これにより、日常では自然や森、林業に関わる機会がない県
民にも、森に親しむ入り口としての機会を提供することができた。

◇課題とR6森フェスでの改正点
・会場が市街地から遠く集客に課題（全国育樹祭のレガシーとして、育樹祭会場である県民の森で実施）。
⇒開催場所の変更 Ｒ６森フェス会場は、別府市 志高湖

・参加者のための駐車場や広場がある林業体験のための森林確保が困難。
⇒ R6は森林整備現地を確保予定だが、R7以降はVR等の活用も検討しつつ会場を確保する

令和６年度森フェス

目的：次代を担う子どもたちを主体とした森林・林業体験活動イベントを開催し、次代につながる
森づくりの意識の啓発を図る

◆開催場所 志高湖（別府市東山）

◆主 催 森フェス実行委員会（県/森林ネットおおいた）

◆開 催 日 令和6年11月16日（土）10:00-14:00の予定

◆内 容 等 今後、受託業者と調整して決定
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森林づくりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業

森林づくり提案事業(県単独事業)

森林・山村多面的機能発揮対策事業(国庫事業)

森林づくりボランティア活動促進の取組実績

○森林ボランティア情報の発信
（HP70回更新・ﾁﾗｼ毎月発行1,000部配布）

県民みんなで森林を守り育てる意識の醸成

企業参画の森林づくり
○活動団体：７団体 活動参加者：計５７３人
○主な活動内容
・植樹活動（サクラ、モミジ、ヤマボウシ 等）
下刈、除伐、竹林整備、しいたけコマ打ち体験
森林環境教育（自然観察、竹箸、門松づくり）

○森林づくりボランティア活動支援
森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録手続き（49名・1団体）

○森林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動技術向上支援
「伐木特別教育」「刈払機取扱教育」
受講補助(伐木研修5名、刈払機研修2名）

○活動団体：９団体
活動参加者：計７１３人

○主な活動内容
里山林整備、間伐、除伐作業
作業道整備 など

里山林整備や森林資源の利活用等の取
組を、国、県、市町村（任意）で支援

企業が森林所有者、森林組合等と協定を結び実施する企業
の森林づくりを支援
○協定実績件数：Ｈ１４～Ｒ５まで ３５社
○Ｒ５協定実績：２件 （株）ネクスト、大東建託（株）

おおいたの森林づくり
広報推進事業

○Facebookでの情報発信 36回 ○ラジオ17回 ○農林水産祭でＰＲブース設置
○新聞広告 3回 ○テレビ 1回

大分県森林環境税活用事業実績報告

教育庁 特別支援教育課

特別支援教育振興事業
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県内に１８校（大分大学教育学部附属特別支援学校を除く）

・視覚障がい ・聴覚障がい ・知的障がい ・肢体不自由 ・病弱

さくらの杜高等支援学校 中央支援学校

大分県内の特別支援学校

【現状・課題】
・障がいによる活動の制限
障がい種や障がいの状態によっては、森林等での自然体験活動を
行うことが困難である場合が多い

・身体活動や自然体験活動の減少
コロナ禍の影響で、密になりがちな体育の種目や自然体験活動が
中止になるなど、身体を使った活動や自然と触れ合う活動が減少

・設備の充実
体力の向上のための設備の充実や、森林や木材に対する知識・理解を
向上することが課題

現状・課題
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【目的】
安全な木製屋内遊具を導入することで、特に障がいが重度な

児童生徒が安心して体育科や自立活動＊の授業に取り組める環境を
作り、体力の向上を図る。
また、林業副読本の動画教材を活用することで、自分たちの活用して

いる遊具をはじめとした木製製品を構成している木材に対する知識・理解の
向上を図る。

＊自立活動…障がいによる学習上・生活上の課題を改善・克服するための指導

目的

【事業内容】
１ 安全な木製屋内遊具の導入
対象：県内特別支援学校16校（さくらの杜高等支援学校除く）
・特に障がいが重度な児童生徒が安心して体育科・保健体育科や
自立活動の授業に取り組める環境を作り、体力の向上を図る
・木材の特有の手触りやなめらかさ、温かさを感じる

２ 林業副読本の活用
対象：県内特別支援学校17校（さくらの杜高等支援学校含む）
・副読本の動画教材を活用することで、遊具を構成している木材が
どのような環境で、どの様に育まれているか、知識・理解を向上する

事業内容
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【成果】
１ 安全な木製屋内遊具の導入
・木材の手触りや温もりを感じながら活動を行うことができた。
・木材の柔らかい手触りや木の温もりを感じながら活動できた。

成果 １．安全な木製屋内遊具の導入

積み木 木製的当て ままごと・かいものごっごセット など

【プレートを積み上
げて遊ぶ】

木製プレートを触っ
たり、積み上げたりし
た。組み立て方を自
由に考え遊ぶ様子
が見られた。

【木棒を投げて、ボ
ウリングのようにピン
を倒して遊ぶ】

木がぶつかったとき
の音、お互いにはじ
かれる動きを楽しむ
様子が見られた。

手触りがよく、操作がしや
すいため、ごっこ遊びに夢
中で楽しむ様子が見られ
た。

耐久性に優れているので、
安心して自由に遊ぶことが
できた。

【成果】
１ 安全な木製屋内遊具の導入
・感覚を楽しみながら、繰り返し活動することで情緒の安定が見られた。

・足裏や足先に刺激を与え、脱感作＊することができた。
＊脱感作…感覚の過敏が見られる場合に、知覚過敏を排除する方法

成果 １．安全な木製屋内遊具の導入

木馬・木製乗り物 はしご 滑り台 など

揺れる感覚を楽しむ様子が見られた。
繰り返し遊ぼうとする様子が見られた。

木製平均台 など

【木製面に樹脂ブラシが埋め込まれている平均台】
感触の違いを手や足で感じたり、感じたことを言葉で伝えたりして楽しむ様子が見られた。
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【成果】
１ 安全な木製屋内遊具の導入

成果 １．安全な木製屋内遊具の導入

木製レールは、適度な重さがあるため安定しており、連結部分の操作が簡単にできてい
た。

木の良い香りが広がり、児童から「木の香りがする」という発言があった。

友だちの作品を見て、作り方をまねて遊ぶ様子が見られ
た。

おもちゃを通して、友だちと関わりながら遊ぶ様子が見られた。

音が優しく、聴覚過敏な子どもも繰り返し遊ぶ様子が見られた。

【活用】
車を動かすために、手を上に伸ばす動きを引き出すことができる。
車に注目し、上から下まで動く様子を目で追う教材として活用。

【成果】
２ 林業副読本の活用
・特別支援学校で行われている「木工作業」で、自分たちの使っている
木材が森林から製材となる過程を理解した。
・動画で紹介されていることで、理解が深まった。

成果 ２．林業副読本の活用
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【今後の課題と取組】
木製屋内遊具と林業副読本の活用を継続し、体力と知識・理解の
さらなる向上を図る。

今後の課題と取組
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大分県森林環境税の制度、税を活用した事業に対する県民・法人の認知度や賛同度などの意識を
把握し、県森林環境税を活用した施策や第５期継続の検討に係る基礎資料とする。

２-② 「令和６年度 大分県森林環境税に関する意識調査」

目 的

個人：県内の２０歳以上の方 ２，０００名（８００名分回収を想定）
法人：県森林環境税納税法人１，０００社（４００社分回収を想定）

対象者

方 法 個人：住民基本台帳の無作為抽出による調査対象者を選定

法人：従業員規模に応じて
①常用雇用者が30名以上の県内事業所のうち無作為抽出した500事業所
②常用雇用者が10人以上30人未満の県内の事業所のうち無作為に抽出した500事業所

民間事業者に委託し、直接郵送による配布回収（回答は紙又は電子）

項 目 ①県森林環境税の認知度

②税額に対する意見

③県環境税の使途の認知度

④全体としての評価

⑤今後の使途への意見

⑥県森林環境税の継続に対する意見

⑦国の森林環境税の認知度

第３回森林づくり委員会(12月)に
結果を報告予定

２-② 「令和６年度 大分県森林環境税に関する意識調査」

県政モニター調査結果推移表（抜粋）
(単位：％)

H26 H28 R元 R3 R4 R5 分析

問１ 67 70 61 66 66 73 約7割の認知度

問２ 36 46 42 43 50 58 約5割の認知度

問４－(１) 26 37 33 41 46 47 認知度向上傾向

高い 9 16 9 14 16 15

妥当 73 60 73 66 64 71

低い 17 16 16 19 18 14

大いに賛成
どちらかと言えば賛成

76 - 81 82 88 82

どちらかと言えば反対
反対

- - 3 1 4 8

8割以上が妥当
又は低いと認識

問７
森林環境税を活用した事業について、
全体としての評価

質問

森林の手入れ不足により、森林の持つ公益的機能が低下している
事例があることを知っていた。

森林環境税を導入していることを知っていた。
（H28:よく知っている・少し知っている　との回答の計）

個人から年間５００円を森林環境税として納めていることを知ってい
た。

問５－(１) 個人からの年間500円をどう感じるか。

8割以上が賛同

※県政モニター：県政に関心を持ち、インターネットまたは郵送でモニター活動ができる方（県内モニター１１０名(Ｒ５)）

過去の県政モニター調査結果の推移
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①国の森林環境税、森林環境譲与税について

林務管理課 林業普及指導班

1

R6.7.1 令和６年度 第１回大分県森林づくり委員会

森林環境税（国税）・森林環境譲与税 課税・譲与の仕組み

Ｒ元年度から譲与

○ パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設された。

○ 税収は、平年度で約６００億円。課税までの間は、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用。

Ｒ６年度から課税 Ｒ元年度から譲与

2
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森林環境譲 与税の譲与 額 と 市町村 ・ 県 へ の 譲 与基準

○市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するよう譲与額を設定

○市町村の支援等を行う都道府県には 、総額の１割を譲与

○譲与基準は、人工林面積55％ 、林業就業者数20％ 、人口25％

５５％

２５％

H25～R5

R6

3

4
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森 林 環 境 譲 与 税 を 活 用 し た 取 組 ・ ・ ・ ・

■市町村の取組 （R6当初予算 14.2億円･･･18市町村の合計）

１ 市町村への支援（担当職員の育成・技術支援等：0.7億円）

○市町村担当者の育成（相談対応、林業基礎研修、GIS研修 他）

○大分県森林クラウドシステムの運営(森林資源情報の一元管理、R4運用開始)
○精度の高い森林情報の整備･提供 他

２ 人材の確保･育成（県域の取組：0.7億円）

○おおいた林業アカデミー（即戦力となる現場技能者を育成）

○造林･保育の担い手を確保するための講習会実施やOJT型研修の支援

○高性能林業機械リース支援、森林施業省力化機械導入支援 他

３ 木材利用の推進（県域の取組：0.1億円）

○木材利用アドバイザーの設置

木造施設の検討段階から材料調達まで幅広い相談対応

○民間建築物モデル支援（R4:大分銀行、R5:TOSスタジオ）

これまで非木造が主流だった建築物等の木造化を支援

○製材業等の労働環境の改善対策 他

●木材の活用支援

国東産材支援(R3 国東市)
●林道や森林作業道等の整備（16市町）●意向調査･現地調査（16市町）

●未整備森林整備（14市町）

２ 担い手の確保･育成 (0.8億円）

３ 木材利用促進・普及啓発活動 (1.9億円)

鉄鋼スラグ舗装 (R2 佐伯市)

事前調査(R1 日田市) ●木材をＰＲするイベント開催

●新規就業者確保

大分市 他14市町村

●担い手の育成

三重総合高校就業体験(R4 佐伯市) 林福連携苗木生産(R3 杵築市)

１ 森林整備 （11.5億円）

■大分県の取組（市町村支援・県域の取組） (R６予算 1.5億円)

公民館周辺整備 (R3 日田市)

木育フェス
祝祭の広場(R4 大分市)

木と暮らしのフェア
パトリア日田(R4 日田市)

市営公共施設の木質化
荷揚複合公共施設(R5 大分市)

●重要インフラ(送電線･避難所)周辺の整備
（16市町）

●森林保護

松くい虫防除 (R4 日出町)

間伐の実施(R5 大分市)

整備前 整備後

5
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育てる伐る

植える

森林環境譲与税（H31～、市町村・県）

○主な使途 国が森林環境税を市町村・県へ譲与※Ｈ31から運用開始

大分県森林環境保全基金

（再造林の推進）

市町村による森林整備を推進

経営放棄森林の環境改善を推進

所有者(個人・法人)による森林整備を支援

森林資源の循環利用を促進

森林の整備等に関わる税について

両税を活用した森林整備による、森林の公益的機能の発揮

○課税額 個人 500円/年
企業 1,000～40,000円/年

○課税額 個人 1,000円/年 （R６から徴収開始）

大分県森林環境税（H18～）：県独自課税 国の森林環境税（Ｒ６～）：国税

（森林・林業教育の促進）

○税の活用
① 森林資源の循環利用
② 安全安心の森林づくり
③ 森林づくり意識の醸成

○税の活用
① 経営放棄された森林の整備
② 森林整備を担う人材の育成・確保
③ 木材の利用の促進、普及啓発

①森林資源の循環利用
・経費を抑えた再造林の推進
・県公共施設の木造･木質化

③森林づくり意識の醸成
・森林ボランティア活動の支援
・森林・林業教育の推進

①経営放棄された森林の整備
・経営放棄された森林の間伐など

②森林整備を担う人材の育成・確保
・担い手の就業環境の改善

③木材の利用の促進、普及啓発
・市町村公共施設の木造･木質化
・上記推進に向けた普及啓発

②安全安心の森林づくり
・災害に強い森林づくりの推進
・シカ被害対策の推進

○主な使途
市町村 県

・市町村の業務支援
・市町村林業担当者の人材育成
・精度の高い森林資源情報の
整備・提供

・即戦力となる現場技能者育成
（おおいた林業アカデミー）

・木材利用アドバイザー設置

項   　目

制       度
開始時期

市町村　１３．６億円（R6） 県　　１．５億円（R6）

　１．経営放棄された森林の整備

　２．森林整備を担う人材の育成

　３．木材利用の促進、普及啓発 ２．県域で取組む施策

県域での森林資源の循環利用促進

・確実な再造林の推進　・シカ被害対策の推進　・優良竹林化

・災害に強い森林づくり　・里山等の景観保全

・地域材の利活用推進に向けたﾓﾃﾞﾙ事業

・新たな需要開拓に繋がる商品開発　等

森林の整備等に関わる税の使途の整理について

大分県森林環境税（県独自課税） 国の森林環境譲与税

目　 　的 意欲ある所有者による森林整備を支援し、森林資源の循環利用を促進
公益的機能の維持発揮の重要性に鑑み、森林の整備（市町村が主体となって行う経営放
棄林対策など）及びその促進

平成１８年度 令和元年度　　　※令和６年度から徴税開始

税    　額
・

税　    収

税額　５００円/年・人
税収 　３．３億円/年

税額　１，０００円/年・人　※国が徴税し、市町村・県に譲与

・市町村の業務執行体制の支援

・経営放棄林対策に必要な情報の整備、提
供

担い手の

確保育成
・将来の森林づくりを担う青少年の育成

・市町村域内の森林整備に必要な人材の確
保、育成

・林業事業体の就業環境の改善等
　　　　　　　　　　　　　　（市町村負担あり）
・県域での林業研修 　（林業アカデミー）

Ⅱ.安全・安心の森林づくり、鳥獣被害対策の推進

Ⅲ.森林・林業教育、森林ボランティア、県民参加の森林づくり活動等

主 　な

使途の

整 　理

森林整備
・経営放棄林対策

・未整備森林の発生防止　等

使　    途

　第４期（R3～R7）の方針（３本の柱） 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

Ⅰ.森林資源の循環利用に向けた、再造林・木材の利活用推進
１．市町村が行う譲与税活用事業の支援

－

木材利用 ・県の公共建築物の木造化
・市町村の公共建築物及び準公共建築物の
木造化

普及啓発
・森林ボランティア活動の推進　　・大分県森林環境税のPR

・森林・林業教育の促進等の啓発事業

・市町村独自の森林教育、木育、植樹、森林
保護等の活動

・公益的機能の維持発揮に関する普及啓発
（登山道整備　他）
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令和２年度第３回森林づくり委員会資料（R2.10.29） 

Ｒ３年度予算編成における事業の見直し状況 

（市町村の森林環境譲与税等による取組への移行） 
 
Ⅰ 県民生活を守る安全・安心の森林づくり 

①災害に強い森林づくり推進事業 

事業メニュー 事業内容 
大分県森林環境税

事業について 
今後の事業実施について 

・ 
河川沿いの 

森林整備 

河川沿いにある、流木化が懸

念される森林の整備 
→ 継 続 - 

・ 
施業放棄地の

再造林 

伐採後に再造林がなされず放

置された森林の再造林 
→ 

Ｒ２で廃止 

△2,200 千円 

Ｒ３以降については市町

村と協議 

・ 
間伐放置林の

整備 

10 年以上、間伐等が実施され

ていない、放置された森林に

おける強度間伐 

→ 
Ｒ1で廃止 

△3,600 千円 

令和２年度より、森林環

境譲与税による取組へ移

行済み 

・ 
獣害多発地の

再造林 

再造林を実施したが、シカな

どにより苗木が食害を受けた

森林の再造林（被害復旧） 

→ 継 続 - 

 
Ⅱ 森林資源の循環利用による地域活性化 

②荒廃竹林利活用 

 
〇大分県森林環境税活用事業のうち、事業費約１０，０００千円相当の事業につい

ては、市町村の森林環境譲与税による事業として予算整理。 

事業メニュー 事業内容 
大分県森林環境税

事業について 
今後の事業実施について 

・ 
荒廃竹林の 

広葉樹林化 

森林所有者が自力で整備する

ことが困難な、荒れた竹林を

伐採し、広葉樹再造林を実施

する。 

→ 
Ｒ２で廃止 

△4,500 千円 

令和３年度より、森林環境

譲与税による取組へ移行

済み 

・ 
荒廃竹林の 

優良竹林化 

管理放棄された竹林のうち、

竹材やタケノコ生産地として

利活用が見込むことが出来る

竹林の整備を実施する。 

→ 継 続 - 
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災害に強い森づくり推進事業について

令和６年７月１日

大分県 農林水産部 森林整備室

1 これまでの経緯と実績

① Ｈ24年九州北部豪雨災害で人工林から流出した流木被害が発生

② Ｈ25年～河川沿いの人工林を広葉樹林化する
「災害に強い森林づくり推進事業」を（財源：県森林環境税）開始

③ Ｈ30～「災害に強い森林づくり推進事業」に前年の豪雨災害を受け、
尾根急傾斜地の人工林を広葉樹林化するメニューを（財源：一般財源）追加

④ Ｒ元～Ｒ5までの実績

メニュー 区分 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 計

事業費（千円） 18,076 26,573 20,199 23,580 29,063 117,491

市町村数 4 5 5 5 3 7

箇所数 9 9 7 10 7 42

面積（ha） 3.23 7.40 2.71 3.01 4.06 20.41

事業費（千円） 23,726 28,851 19,678 28,654 13,943 114,852

市町村数 3 3 1 3 3 3

箇所数 5 9 2 6 4 26

面積（ha） 10.84 10.12 3.34 3.38 3.81 31.49

河川沿い

尾根急傾斜地

（コメント） 直近5年間の実績では、河川沿いは7市町が実施、尾根急傾斜地は3市、延べ7市町が実施
特に流木被害が大きかった3市（竹田市・日田市・中津市）の事業費は全事業費の82％を占めている
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２ 近年の状況

令和5年度の状況 （予算額：河川沿い31,524千円、尾根急傾斜地26,949千円）

令和6年度の状況 （予算額：河川沿い33,707千円、尾根急傾斜地6,268千円）

区分 市町村名
執行額
（千円）

区分 市町村名
執行額
（千円）

臼杵市 5,312 竹田市 1,107

日田市 15,223 日田市 7,776

中津市 8,528 中津市 5,060

小計 29,063 小計 13,943

河川沿い 尾根急傾斜地

区分 市町村名
要望額
（千円）

区分 市町村名
要望額
（千円）

津久見市 15,000 日田市 24,360

日田市 46,080 中津市 9,000

中津市 9,000

小計 70,080 小計 33,360

河川沿い 尾根急傾斜地

（コメント）
R5.10時点の要望調査では予算の範囲内（要望総額21,141千円）であったが、R5.7災害の影響等に
より、R6.3の調査段階で要望量が上昇したため予算配分を調整中

３ 今後の方向性
○譲与税事業への移行に対する市町村の意見 （事業実績のある10市町調査）

○令和７年度以降市町村事業への移行に対する県（森林整備室）の考え方

【令和7年度以降市町村事業への移行について】
・市の既存事業で対応可能（３市）、新規事業として予算要求を検討（１市）
・「要望がない」または、「執行体制が整わない」ため事業構築は見合わせる（６市町）

上記６市町のうち要望があれば、新規事業として予算要求を検討（２市）
・県森林環境税の主要な事業を同一計画期間内に廃止することに疑問が残る（１市）
・これまでのような県予算レベルの事業費の確保は困難（２市）
・市が実施するにしても県と市で技術協定を結ぶなど、県の支援体制を明確にして欲しい（２市）

【市町村事業への移行検討の要因】
・事業箇所は過去に流木被害の大きかった一部の市に集中
・森林環境譲与税を財源に多くの市町が災害対策に必要な独自の森林整備メニューを創設
・市町村と県が各々同様の事業を創設することについて説明が困難
・県森林環境税は県下全域を対象とした森林整備等のメニューに特化の方向（再造林・鳥獣害防止等）

県森林環境税の計画期間内(R3～R7）ではあるが、市町村の森林環境譲与税との使途の重複等

を考慮し、令和7年度から災害に強い森林づくり推進事業の市町村事業への移行を検討してきた。

しかしながら、昨年度の豪雨災害等の影響により今年度の事業要望箇所が増加したため、県森林

環境税の計画期間（R7）までは県で本事業を実施することとしたい。なお、次期計画（R8～）では、

市町村事業への移行を前提とし、計画を策定したい。
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